最新情報
2013年8月
　No.41

【最新情報8月号　トピック一覧】
＊内閣府男女共同参画局

・パンフレット「ひとりひとりが幸せな社会のために（平成25年版）」（8月9日）
＊文部科学省

・東日本大震災により被災した幼児児童生徒の学校における受入れ状況について（平成25年5月1日現在）（8月6日）
・平成24年度薬物等に対する意識等調査報告書について（8月7日）
・学校基本調査－平成25年度（速報）結果の概要－（8月7日）
・平成24年度非常災害時の子どもの心のケアに関する調査報告書（8月7日）
平成24年5月に行った「非常災害時の子どもの心のケアに関する調査」の結果
・体罰の実態把握について（第2次報告）（8月9日）
・体罰根絶に向けた取組の徹底について（通知）（8月12日）

＊ＮＨＫ解説委員室

・時事公論「体罰はなくせるか」西川　龍一  解説委員（8月13日）
・時事公論「心配　中高生のスマホ依存」西川　龍一  解説委員（8月30日）
＊朝日新聞

・体罰教員、全国６７２１人　綿密調査で増大　２０１２年度（8月10日）紙面で読む
・体罰把握、ばらつき顕著　調査方法・解釈、各教委任せ　教員調査（8月10日）紙面で読む
・「仮設ストレス」虐待増　宮城、先見えぬいらだちが子に（8月16日）
・振り上げた手、校長悔悟　自ら辞職「相談できていたら」（8月20日）

・望まぬ妊娠、母子を救え　特別養子縁組へ医療機関連携（8月29日）
・人身取引、夏休み相談増　売春強要の１４歳「死にたい」（8月29日）
＊毎日新聞
・ハーグ条約:米でも困惑　子供の「拉致」か　虐待から避難か（8月5日）
・少年事件:いじめ原因　倍増の１４２件　上半期（8月8日）
・﻿社説:体罰調査　「急増」の丁寧な検証を（8月18日）
・ＬＩＮＥ:「突然仲間外れ」　子供トラブル相談、急増　悪口、いたずら写真公開も（8月19日）
・性暴力:半数、親権者以外　全国児相調査、家庭や施設内（8月19日）
・新教育の森:いじめ対策／２　第三者委　真相解明、高い期待　／福岡（8月30日）
＊読売新聞

・小中学生、被害も・加害も「いじめ経験」87％（8月6日）
・子ども相談電話、７５％つながらず…聞き手不足 （8月17日）
＊内閣府男女共同参画局
・パンフレット「ひとりひとりが幸せな社会のために（平成25年版）」（8月9日）
http://www.gender.go.jp/kaigi/renkei/pamphlet/index.html
＊文部科学省
・東日本大震災により被災した幼児児童生徒の学校における受入れ状況について（平成25年5月1日現在）（8月6日）

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/25/08/1338492.htm
・平成24年度薬物等に対する意識等調査報告書について（8月7日）
  このたび、平成24年12月に実施した薬物等に対する意識等調査結果。
  薬物等に対する意識等調査は平成9年度、12年度、18年度に実施しており、今回は4回目。

http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1338364.htm
・学校基本調査－平成25年度（速報）結果の概要－（8月7日）
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/25/08/attach/1338337.htm
・平成24年度非常災害時の子どもの心のケアに関する調査報告書（8月7日）
平成24年5月に行った「非常災害時の子どもの心のケアに関する調査」の結果
（第6章より抜粋）
教職員による今後の取組のあり方について
子どもの心の健康状態
　被災がもたらす心の健康問題の中でPTSD は子どもに最も深刻な影響を与えるものであるが、PTSDが疑われる症状４項目に１つでも該当する子どもは、全体の1割以上に達することが本調査より明らかになった。特に、被害の大きい地域ほどPTSD の可能性がある子どもの割合は高く、一方、年齢が低くなるほど、また障害等がある場合にその割合が増す傾向が見られた。PTSD が疑われる症状に加え、PTSD に付随して現れやすい症状、一般的なストレス症状を含め何らかの症状が見られた子どもの割合は全体の２割に達した。したがって、今回調査した子どもの心の健康状態は深刻な状況にあると考えられる。
教職員による子どもの心のケアへの取組の現状
　教職員による取組については、心のケアの出発点となる健康観察は校種による差はあるものの、ある程度の割合で実施されていた。しかし、健康観察した内容を心のケアにつなげるための分析は十分ではなく、分析の土台となる知識・理解に不足が見られた。子どもの心のケアの実施に必要となる組織体制づくりについては、校内連携体制が十分確立されておらず、保護者との連携及び地域の専門機関との連携にも課題が見られた。子どもの心のケアに当たり重要となる支援者自身のメンタルヘルスについては、子どもと同様に被災者である保護者、教職員ともに心の安定に関する取組が十分ではなかった。
教職員による今後の取組のあり方について
①日常的な健康観察の徹底
　まず、子どもの心の健康問題に気付くための出発点となる健康観察をこれまで以上に確実に実施する必要がある。また、学校よりも家庭で現れやすい異変や症状があることが言われており、保護者との情報交換は不可欠であり、緊密に連絡を取り合うことが大切である。特に、PTSDの麻痺症状（現実感が低下する）は家庭でも見過ごされやすいため、家庭での情報を得るだけでなく、PTSDに対する保護者の気付きを促すような情報を提供することも健康観察にとって重要であると考えられる。
　PTSDに気付くための健康観察の留意点は、基本的には心の健康問題における一般的留意点と変わりなく、遅刻・欠席、学習態度、休み時間の様子、顔色、振る舞い、保健室利用の状況などであり、それらが以前の様子と違うかどうかがポイントとなる（健康観察の実施に関する基本的事項については「教職員のための子どもの健康観察の方法と問題への対応」文部科学省：平成２１年３月参照）。特に、年齢の低い子どもや障害（知的障害、発達障害、視覚・聴覚障害など）のある子どもの場合、ストレスの影響を受けやすいため、わずかな異変にも注意を払うことが重要である。
② PTSD の基礎知識の修得
　PTSDを発症している可能性のある子どもが多いことから、健康観察の実施に当たり、PTSDの主要症状（再体験症状、回避・麻痺症状、過覚醒症状）及びPTSDに随伴しやすい症状（心理的退行など）を念頭に置く必要がある（「子どもの心のケアのために－災害や事件・事故発生時を中心に－」文部科学省：平成22年7月参照）。その際、中学・高等学校では、授業中、課外活動、その他の状況における子どもの様子を把握するため、健康観察においても校内の連携が不可欠である。
　PTSDの主要症状のうち「麻痺症状」（現実感が低下する）やそれに近い「解離症状」（意識が目の前の現実から離れる等の症状）は目立ちにくいため、単に“少し元気がない、ぼんやりしやすい”と受け取られたり、麻痺症状に気付いた場合でも“様子を見る”だけの対応にとどまりやすい。しかし実際には、麻痺症状は解離症状とともにPTSDの症状の中でも重症のサインであると考えられるため、なるべく早く専門機関につなぐことを心がけなければならない。

③年齢及び障害の影響を考慮した健康観察
　PTSDの症状は年齢及び障害の有無によって現れ方が異なる点にも注意が必要である。被災時の年齢が低いほど上述の解離症状が出現しやすくなるため、年齢が低いほど解離症状がないかどうか慎重に観察する必要がある。特に「なんとなく元気がない」、「注意がしばらく途切れる」、「突然様子が変わる」などの異変が幼児に見られた場合、解離症状を疑うことが重要である。知的障害や発達障害のある子どもも解離症状を示しやすい。
　再体験症状については、被災時の恐ろしい体験が突然ありありと想起されるというフラッシュバックの形を取るのが一般的である。障害のある子どもの場合、再体験症状が原因のよく分からない突発的な混乱や突然の興奮に見えることがあるため注意が必要である。一方、幼児から小学校低学年の場合、被災時の様子を“遊び”の中で表現（再現）する形で再体験症状を示しやすい（「トラウマ性再演」）。健康観察や情報収集に当たりこれらの点に注意が必要である。
　一方、成人に近い高等学校の生徒の場合、PTSDの症状に苦しんでいても、学校ではそれを表に出さず、相談しないまま一人で抱え込んでいることがある。そのため、教職員による丁寧な聞き取りや、保護者からの情報収集が重要となる。
④専門機関への紹介について
　PTSDは自然に完治することが少なく、長期にわたり生活に支障を及ぼし、放置すると別の症状を合併するなど二次障害につながることがある。そのため、学校でのケアにとどまらず専門機関の受診につなげる必要がある。しかし、東日本大災害の被災地は全体的に医療機関が少なく、アクセスも容易でないことが多い。また、我が国では児童精神科医及び子どものトラウマ治療の専門家の数が少ないことより、専門機関の受診をどうやって実現するかは大きな課題である。被災地域の支援体制を増強するほか、他地域から専門家を確保する等の対策が望まれる。
⑤教職員による子どもの心のケアについて
　PTSDを発症している子どもを含め、被災した子どもへの心のケアは大変重要である。その際、学校が担うべきケアは当然ながら専門機関が行う治療とは目的や内容が異なることを理解した上で、学校の特性を生かした取組をすることが重要である。集団の力をうまく引き出しながら、種々のリラクセーションやリハビリテーションの技法を活用した取組はその一例である。災害のうち津波で親族や友人を失った子どもは、トラウマの中で“喪失”の問題が大きな要素を占めやすい。そのような子どもの場合、「振り返り」や「語り」を用いた心のケアがPTSD症状を再燃させる可能性がある。そのため、児童精神科医をはじめとするトラウマ治療の専門家の助言のもと、子どもの回復状態や時期に十分注意した上で実施方法を慎重に選んでケアに取り組む必要がある。

保護者・教職員のメンタルヘルス
　支援者自身の心の安定は子どもの心のケアに大きな影響を及ぼす要因であるため、保護者及び教職員のメンタルヘルスは重要な問題であるが、被災の影響によるストレスや不安を抱えている保護者及び教職員は少なくない。
保護者については、学級担任、養護教諭、スクールカウンセラー等が子どもと家庭の状況の理解者となることで、ある程度の精神的支援を行うことができる。しかし、保護者の抱えるメンタルヘルスの問題が深刻な場合、教職員による支援には限界があるため、専門機関の紹介や保健所など保健福祉機関の活用が必要と考えられる。
　教職員のメンタルヘルスに関しては、子どもの心のケアを担う組織体制（リーダーは校長）と学校管理者による適切な勤務管理が重要であると思われる。子どもの問題を学級担任等が一人で抱えるのではなく校内組織で取り組むことにより、子どもの抱える問題のみならず教職員の置かれている状況を関係教職員間で共有することができる。そのことにより、学級担任等が悩みを一人で抱え込むことなく、孤立感の軽減につながる。また、教職員が必要最小限の休養を確保できているかどうかを管理職がきめ細かく把握し、業務を調整することが大切である。

http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/hoken/1337762.htm
・体罰の実態把握について（第2次報告）（8月9日）
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/__icsFiles/afieldfile/2013/08/09/1338569_01_2_1.pdf
・体罰根絶に向けた取組の徹底について（通知）（8月12日）
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1338620.htm
＊ＮＨＫ解説委員室
・時事公論「体罰はなくせるか」西川　龍一  解説委員（8月13日）
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年間１万４０００人。文部科学省の実態調査でわかった、昨年度、体罰を受けた児童生徒の数です。大阪市立の高校で体罰問題が明らかになって以降、文部科学省は体罰防止の徹底を求めてきましたが、体罰の効果を信仰するかのような風潮は、未だ根強く残っているのが実情です。今夜の時論公論は、この問題について考えます。


生徒指導の最中に、顔や頭を何度も繰り返し殴り、生徒に口の中や頬を縫うけがをさせた。水泳の授業で生徒２７人をプールサイドに３０分間正座させて数人がやけどをした。授業中に児童に「死ね」「ごみ」などと繰り返し言い続けた。言語道断の体罰ですが、いずれも、昨年度、実際にあったものです。　　　　　　　　
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文部科学省の調査で、全国の小中学校や高校などで昨年度１年間に確認された体罰は、６７２１件となりました。体罰を受けた児童生徒の数は、１万４２０８人に上っています。
　
前の年度までの調査では、体罰は４００件程度で推移していました。
文部科学省は、学校で起きた体罰について、懲戒処分を受けた教師の数だけを集計して発表していました。しかし、大阪市立の高校の教師が部活の指導中に繰り返し体罰をしていたにも関わらず、生徒が自殺するという事態が起きるまで学校も教育委員会も体罰を確認できなかったことからも明らかなように、これでは体罰の実態は把握できないという指摘がたびたび行われていました。子どもたちや保護者にもアンケートなどを行った今回の調査結果を見ると、これまでの調査が、いかに表面的な事象だけをとらえたものだったのかがわかると思います。
　体罰問題が相次いで明らかになって以降、文部科学省は、どんな対策を取ってきたのでしょうか。
まずは、体罰と教育的な指導との違いについて具体例を示した考え方を全国の教育委員会に改めて通知しました。
さらに、特に運動部活動での指導で体罰が相次いで発覚したことから、専門家による会議を設置して、許される指導と許されない指導を明示した指導のガイドラインを作り、公表しました。
文部科学省は、いずれも児童や生徒に対する厳しい指導と体罰との区別が難しいという現場の教師の声に応えたものと説明しています。例示の中では、威圧的な言葉や嫌がらせを言うといった「言葉の暴力」も許されないとするなど、教師の意識を変える上で重要な要素も含まれています。各地の教育委員会もより詳細な指導の手引き書やマニュアルを作って、学校や教師向けに配布する動きが広がっています。ただ、生身の人間同士がぶつかり合うのが学校ですから、マニュアル通りにいかないことが少なくないのが実情です。例示に縛られるだけでは、その場その場で必要な判断をするという教師の能力を磨くことができなくなるという懸念もあります。
　
しかも、体罰の問題に関心が高まる中でも、教師の体罰は続いています。
先月も、福岡県の中学校で職員室で生徒指導をしていた教師が１年生の男子生徒を引き倒して肩を蹴るなどして骨折させる体罰が起きました。
また、５月には、宮崎県の小学校の教頭が児童の顔を拳で殴って頬にあざができるけがを負わせました。児童は教頭が下校指導をしているのに、話を聞いていないふりをしていたと言います。
栃木県の小学校では、担任の教師が３年生の男の子の顔に頭突きをして１週間のけがをさせました。授業中にトラブルになり、指導していましたが、興奮して暴れたため押さえつけて頭突きをしたと言います。
　
これら一連の体罰で多くに共通するのは、普段、冷静でおとなしいとみられている人でも「かっとなってしまった。」「つい感情的になってしまった。」などと話していることです。東京都教育委員会の調査でも体罰をした教師の３人に一人がそう回答しています。
児童や生徒がなかなか言うことを聞かないと悩みを抱える中で、どの教師も体罰に走る可能性があることを示しています。
　
決め手となる対策が見つからない中、一部の教育委員会が１つの手段として着目し、体罰防止の研修に取り入れている考え方があります。「アンガーマネージメント」、「anger」は「怒り」、「management」は「操縦」といった意味です。かっとなった時に感情をコントロールする方法を身につけるという、１９７０年代にアメリカで考え出された手法です。
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「アンガーマネージメント」では、まず、「怒り」とは何かを考えます。怒りそのものは、人間にとって必要な感情の一つですから、まったく怒りを覚えないということはありえません。怒っていても、理性を持って「叱っている」のであればいいのですが、感情にまかせた怒りはエスカレートする恐れがあり、これが体罰につながると言います。
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では、感情的な怒りをどうやってコントロールするのか。
まずは自分の「怒りのポイント」を知ること。そのために、いらっとしたり、かっとしたりしたことを記録する日記をつけます。いわば、「いらっと日記」です。ポイントは、手帳などにすぐ簡潔に書き留めること。３週間ほど続けて見直してみると、自分が何に対して怒りの感情を持ちやすいのか、「怒りのツボ」が見えてきます。
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「怒りのツボ」が見えてきたら、そうした状況に直面したときにどうするかを決めておきます。たとえば、怒ってしまいそうな時、とっさに１００から３ずつ引き算をしていく。怒ることと計算することは同時にできないので、かっとなる反応を遅らせ、怒りを防ぐことができると言います。「ディレイテクニック」という方法です。
怒りを抑える自分なりの言葉を用意して思い浮かべることも効果的だと言います。怒りの感情を緩和させる「魔法の呪文」と説明されています。「夕食何にしよう」「仕事が終わったら何をしよう」、あるいは「短気は損気」といった格言。怒りを感じたときに、思考をそらします。
怒りを点数化する「スケールテクニック」も有効です。経験上最大限怒りを感じたことを１０点満点として、今、いらっと感じたことを点数化します。怒る必要があるのかないのか、自分の中で客観的に評価できるようになると言います。
　

紹介したのは、アンガーマネージメントの入り口に過ぎませんが、それを知っているだけでも体罰の芽を摘むことにつながると言います。正式なプログラムは、一時、受刑者への暴行が問題になった刑務官の研修などにも導入されています。
　
　もちろん、これだけで体罰をなくすことはできません。教師の中に根強く残る体罰信仰ともいうべき意識を払拭しなければ、確信的な体罰が繰り返されるでしょう。高野連が今年４月、加盟する４０００校あまりの野球部の指導者に行ったアンケート調査で、教師を含む指導者の１０人に１人が「体罰は指導する上で必要」と回答しました。高野連は、一連の問題を受けて、すべての加盟校宛てに体罰禁止の通知を出したばかりでしたから、指導の上で体罰に効果があると思い込む風潮がいかに根強く残っているかを示しています。


学校では、教師と子どもたちは、いわば一方通行の上下関係に縛られています。そうした中では、結果を得るため一方的に押さえつけようという指導者の論理が働きがちで、そこに体罰を生みやすい土壌があるように思えます。一方通行だけではない関係を子どもたちといかに築き、体罰が起きやすい環境をどうなくしていくのか。体罰防止の徹底を目指すために、本気で考えていくことが求められています

http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/100/164761.html
・時事公論「心配　中高生のスマホ依存」西川　龍一  解説委員（8月30日）
スマートフォンを持つ中学生や高校生が急増しています。こうした子どもたちは、長い夏休みの期間中に深夜までスマホを使ってネットを利用し、習慣化してしまうことが少なくありません。その結果、心配されるのがネット依存です。今夜の時論公論は、実態が明らかになってきた中高生のスマホ利用の問題点とネット依存に陥らないための方策について考えます。

生活のリズムが乱れやすい夏休み。すでに再開した学校もありますが、お子さんが、朝、いつまで経っても起きられない状況になってはいないでしょうか。
　特にスマホを持っている場合は、夜遅くまでスマホからネットに接続してなかなか抜けきれなくなっているかもしれません。ネット依存の可能性があります。
中学生や高校生のネット利用は、今や、スマホからが主流になろうとしています。
民間の調査会社が今年６月、高校生のパソコンや携帯端末の利用状況を把握するため行った調査の結果です。[image: image11.jpg]CIESCD0 |
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スマホを持っている高校生は５５％と、普通のケータイを持つ高校生を初めて上回りました。スマホの所持率はおととしに比べて３．７倍。逆にケータイを持つ高校生は８０％から４５％に減っていますから、高校生の間で、ケータイがスマホに急速に置き換わっていることがわかります。このことが、ネット依存の増加に拍車をかけるのではないかと懸念されているのです。
　
　ネット依存とはどういう状態なのでしょうか。
単にネットが好きで、長時間ネットを使うことがあると言っても、必ずしもネット依存ということではありません。使用時間を減らすことができないとか、やめようとしてもやめられない、つまり、自分の意思で利用をコントロールすることが難しくなったり、ネットをしていないと不安でイライラして日常生活に支障を来したりするような状態が依存です。
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国立病院機構久里浜医療センターは、２年前、全国で初めてネット依存の専門外来を設置しました。この２年間で受診したのは１００人以上。その半分近くが中高生でした。多くは昼と夜が逆転しているほか、眠りが浅い、体格が小さい、骨がもろいといった身体的な特徴があると言います。長時間ネットにしがみつく生活を繰り返していることの影響とみられています。
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中高生のネット依存の実態が、厚生労働省の研究班の調査で初めて明らかになりました。
１０万人から回答を得たアンケート調査を元に推計した結果、ネット依存の中学生は６％、高校生は９．４％。中高生全体にあてはめるとあわせて５１万８０００人に上ります。
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同じ研究班は、２００８年に大人のネット依存の実態調査を行っています。この時の調査でネット依存の大人は全体のおよそ２％と推計されましたから、中高生の依存率はおよそ４倍。生まれた時からネットが生活の中に入り込んでいるだけに、若い層ほどネットにはまりやすいと言われてきたことが裏付けられた形です。
　
スマホの普及がネット依存に拍車をかけることが心配されるのは、なぜでしょうか。
こちらは、先ほどの民間の調査会社が、いつスマホを利用しているかを聞いた結果です。
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５０％が起床した後すぐにスマホを確認し、布団に入ってからも５０％以上が使っていると答えています。ケータイの場合と比較すると、一日中使いっぱなしという状況が見て取れます。
　
スマホは、通話機能付きの小型パソコンです。パソコンの前に座らなければ利用できなかったネットを、手の中に四六時中持ち歩ける状態になったということです。
そんな状態で、多くの高校生が利用しているのが、ＬＩＮＥに体表される無料通話アプリです。通話やメールに加えてグループを作ってメッセージを共有する機能もあります。「トーク」などと呼ばれるこの機能では、送ったメッセージを相手が読んだかどうかわかる「既読」と呼ばれる仕組みがあります。いったんグループでトークを始めると、この仕組みがあるため「読んでいるのに返事をくれない」と思われることが不安で、なかなか抜けることができません。仲間はずれにされるのを恐れ、何時間も返事を繰り返すことになるのです。全員がスマホを持ったまま眠ってしまってようやくトークは終了するということが珍しくないと言います。
夏休みなどの長期休暇中は、翌日の学校を気にしなくてもいいので、特にこうした事態が続きがちになります。夏休みが終わってもこの習慣が続くと朝起きられず、遅刻を繰り返すようになり、ますますエスカレートする恐れがある。夏休み明けが肝心だと言われる理由です。

スマホの普及によって、今の中学生や高校生は、われわれ大人が想像する以上にネット依存に陥りやすい環境の中にいます。では、ネット依存に陥る前にできることは何なのか。
まずは、保護者ができることを考えたいと思います。ネットやスマホの危険性について知る努力をすることが必要です。
多くの大人は、子どもに求められるままにスマホを買い与えてそのままにしているのではないでしょうか。スマホはケータイのようにフィルタリングで接続先を制限することは難しく、危険なサイトや[image: image17.jpg]BT o
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個人情報を吸い取られるアプリを利用する可能性があることを把握しているでしょうか。
少なくとも子どもがどんな使い方をしているのか、どんなアプリを利用しているのか話し合う機会を作る必要があります。
ただでさえ親と会話をしない時期だけに、難しいと思うかもしれませんが、逆手に取って会話のきっかけにするくらいの気持ちが必要です。
そして依存に陥るような使い方にならないように利用のルールを作ること。
たとえばスマホの充電を家族に見える居間で行うと決めること。先ほど布団の中でも半分以上が利用していることを紹介しましたが、それを防げるだけでも夏休みにすっかり崩した生活リズムを取り戻すことにつながります。
　

もう一つは、学校が一定の役割を担うことです。特にこの時期、夏休みが終わって学校が再開されれば、家庭だけの努力では限界があるからです。子どもとスマホの問題に詳しい専門家は、たとえば、学期の始めに、生徒同士でスマホの利用の仕方について話し合いをさせてみることをすすめています。ＬＩＮＥのトークが際限なく続く状況について、誰もがおかしいと思っているのに、疑心暗鬼になってやめられないでいる。一人が眠くなって「お休み」と書いたら、トークをやめても大丈夫なんだと理解しあえば、自ずとそんな状態から抜け出せるというのです。ネットの問題に関し[image: image18.jpg]BIEL canrnas
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ては、教師や保護者からいわば上から目線で言われるのではなく、生徒たちが自分たちで考え、自身で気付くことが重要なのです。

ネット依存の危険性を考えると、特にスマホについては中学生や高校生には「使わせない、持たせない」という選択肢もあると思います。ただ、今や、学校の部活動の連絡にもスマホのアプリを利用する時代。単に禁止するだけでは、子どもが子ども同士の社会の中で浮いてしまうリスクがあると言われます。情報の伝達手段が日々進化していく中で、スマホに使われるのではなく、スマホを賢く使う方法を考える。大人も子どもも暮らしの中になくてはならない存在となったネットやスマホとのつきあい方を常に考える必要があります。

http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/100/166140.html
＊朝日新聞
・体罰教員、全国６７２１人　綿密調査で増大　２０１２年度（8月10日）紙面で読む
　全国の国公私立の小中高校などで、２０１２年度に体罰をした教員が６７２１人にのぼることが、文部科学省が９日に発表した実態把握調査で分かった。大阪市立桜宮高での暴力事件を受け、児童・生徒や保護者にアンケートをするなど綿密な調査を実施した結果、前年度調査（４０４人）の１７倍近くに増えた。被害を受けた児童・生徒は１万４２０８人にのぼる。 

　調査対象は全国の小中高校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校。初めて国立、私立でも調べた。高校の発生率が高く、公立では全高校の２１・８％で、私立では２９・１％で体罰があった。 

　６７２１人のうち、公立の教員は５４１５人。国立は２０人、私立は１２５９人だった（高専を除く）。学校ごとにみると、小学校１５５９人、中学校２８０５人、高校２２７２人などとなった。 

　文科省は４月、中間まとめ（昨年４月～今年１月）として、全国の公立校で８４０人が体罰をしていたと発表していた。最終的に６千人を超えた理由について、国立と私立の人数が加わった▽児童・生徒、保護者へのアンケートなど各教委が実態把握に努めた▽教職員や児童・生徒らの体罰に対する意識が高まった――などを挙げた。 

　体罰を把握したきっかけは、（１）教員の申告（２）児童・生徒の訴え（３）保護者の訴え（４）第三者の通報の順。文科省の担当者は「『この程度なら許される』と黙認されてきた軽微なものも表面化した。結果的に、過去の調査は十分でなかった」としている。 

　公立校の教員で、すでに処分を受けたのは２７５２人。免職を含む懲戒処分は１６２人で、残りは訓告などの軽い処分だった。免職は３人で、残る２６６３人にも処分が検討されている。 

　都道府県別では、最多が長崎の４５２人。最少は福井の１４人。文科省は「調査方法は各教委にゆだねた」といい、調査結果は必ずしも都道府県別の人口比に対応していない。

http://www.asahi.com/shimen/articles/TKY201308090556.html
・体罰把握、ばらつき顕著　調査方法・解釈、各教委任せ　教員調査（8月10日）紙面で読む
　詳しく調べたら、６千人超――。文部科学省の今回の調査は、これまで多くの体罰が見逃されてきたことをうかがわせた。ただ、調査方法や体罰の解釈を各教育委員会に任せたため、自治体ごとに人数のばらつきが目立つ。調査の精度や継続性にはなお課題が残る。▼１面参照 

　過去の調査では、体罰をした教員の数は２００３年度（４９４人）以降、減少傾向だった。文科省は今回、各教育委員会に対し、児童・生徒や保護者にアンケートをするなど詳細に調べるよう求めた。下村博文文科相は「結果を重く受け止める。これまで意識が低く、把握や報告が不徹底ではなかったか」と、従来の調査が形骸化していた可能性を指摘した。 

　都道府県、政令指定都市別だと、多かったのは、（１）長崎県４５２人（２）大分県３８２人（３）大阪市３２５人（４）福岡県２３５人（５）三重県２０７人。少なかったのは、（１）相模原市１人（２）川崎市３人（３）浜松市４人（４）堺市、さいたま市６人。 

　長崎県教委は、アンケートに「なぜ体罰を受けたと思うか」という項目や、事情を詳しく話したい人のために記名欄を設けるなど本音を引き出すよう心がけたという。三重県教委は、子どもが保護者と相談しながら記入できる調査形式にした。担当者は「本人が体罰と気がついていない場合でも、親の視点で認識した例もあった」と話す。 

　体罰を認定する基準も厳格化。大分県教委は、従来なら校長指導にとどめていたゲンコツや、拳で頭を圧迫する「グリグリ」も体罰と認めた。大阪市教委は「体罰の報告を怠れば、そのこと自体を懲戒に問う」と厳しい姿勢で臨んだ。 

　一方、人口７２万人の相模原市の報告は１人のみ。アンケートで１９５件の体罰情報を得たが、大半を「不適切だが体罰ではない」と判断した。浜松市教委も、生徒らへの調査で１８１件の報告があった。けががなく、教員が謝罪したなどとして１７７件を体罰と認定しなかった。 

　新潟県教委、新潟市教委はともに「アンケートは学校に任せた」と説明。ホットラインを設けて情報を集めたという川崎市教委や、相談窓口への連絡を呼びかけるプリントを配布した堺市教委は、アンケートをせず、報告数は少なかった。 

　国士舘大の片山紀子准教授（教育学）は「正確な数字の把握は難しいが、今回のような綿密な調査を継続することが意識改革につながる」。調査の方法や内容を教委任せにせず、「文科省が基準を示した方がいい」と言う。 

　今回同様の調査を来年度以降も続けるかどうかについて、文科省は「検討中」としている。 

　■公立校で体罰があった学校と教員の数（文部科学省調べ〈政令指定都市分も含む〉） 

　　　　　２０１２年度　　１１年度 

　　　　学校数　　教員数　教員数 

北海道　１０４　　１１３　　２４ 

青森　　　７２　　１１０　　１１ 

岩手　　　４１　　　６４　　　４ 

宮城　　　９１　　１４２　　　８ 

秋田　　　２１　　　２２　　　３ 

山形　　　７３　　１１５　　　０ 

福島　　　３５　　　４３　　１２ 

茨城　　　８８　　１２２　　　６ 

栃木　　　８２　　１１６　　　７ 

群馬　　１２４　　１５９　　　６ 

埼玉　　　６２　　　６８　　　９ 

千葉　　　８１　　　９１　　１３ 

東京　　１２３　　１５５　　２９ 

神奈川　１１８　　１４５　　３４ 

新潟　　　２３　　　２８　　　４ 

富山　　　３５　　　５０　　　１ 

石川　　　２９　　　３７　　　３ 

福井　　　１０　　　１４　　　１ 

山梨　　　３５　　　３８　　　６ 

長野　　　３９　　　５２　　１２ 

岐阜　　　５３　　　６６　　　２ 

静岡　　１２４　　１７３　　１６ 

愛知　　１３８　　１８４　　１２ 

三重　　１３３　　２０７　　　１ 

滋賀　　　２５　　　３４　　　２ 

京都　　　６６　　　９４　　　４ 

大阪　　２３２　　４３４　　２９ 

兵庫　　１４４　　２０１　　２８ 

奈良　　　３０　　　３９　　　１ 

和歌山　　７８　　１２８　　　０ 

鳥取　　　３４　　　３９　　　２ 

島根　　　２７　　　３３　　　９ 

岡山　　１００　　１５３　　　０ 

広島　　　３７　　　４３　　３４ 

山口　　　４６　　　５６　　　１ 

徳島　　　２３　　　２６　　　０ 

香川　　　３３　　　３９　　　５ 

愛媛　　　８３　　１４２　　　１ 

高知　　　２８　　　３７　　　０ 

福岡　　１９３　　２８４　　２９ 

佐賀　　　３０　　　４２　　　０ 

長崎　　１８７　　４５２　　　３ 

熊本　　　８３　　１１６　　　３ 

大分　　１８５　　３８２　　　２ 

宮崎　　　６３　　　９２　　１０ 

鹿児島　　５８　　　８２　　１２ 

沖縄　　　８４　　１５３　　　５ 

合計　３６０３　５４１５　４０４ 

http://digital.asahi.com/articles/TKY201308090505.html?ref=comkiji_txt_end_s_kjid_TKY201308090505
・「仮設ストレス」虐待増　宮城、先見えぬいらだちが子に（8月16日）
　東日本大震災の被災地で、児童虐待のリスクが高まっている。仮設住宅暮らしの長期化によるストレスから、子どもに手を出す親が少なくない。厚生労働省や宮城県警がまとめた児童虐待の数字からも、いらだちを子どもにぶつける親の姿が見えてくる。 

　県北部の沿岸で小学生３人を育てる３０代の女性は、物音を気にしながら暮らす仮設住宅での生活に疲れている。壁が薄く、ちょっとした物音も屋外まで響く。子どもが夏休みの間、子育て支援ボランティアや近くに住む母親に外に連れ出してもらうが、限度がある。 

　おとなしくさせるため、子どもにはテレビやカードゲームを勧めてしまう。少し騒ぐと、声を出して注意する。手を出すことはないが、「震災前より神経質になった」と認める。 

　最近、「親の余裕のなさが子ども同士の関係にも影響している」と感じる。７月下旬、小学生の長男に何カ所も内出血のあとがあるのを見つけた。聞くと、別の仮設に住む同級生につねられたという。夜に相手方から謝罪の電話が来たが、その父親は「子どものことは把握していないので」と弁明したという。女性は「児童虐待は、何の拍子に起きるか分からない。ストレスが続く限り、決して他人事じゃない」と話す。 

　厚労省が７月に発表した昨年度の児童虐待の相談対応件数（速報値）によると、仙台市を除く宮城県では７５７件で、震災前の１０年度とほとんど変化はない。だが、名取市や亘理町などを管轄する中央児童相談所では、１０年度の３３９件から約１割増えて３７４件だった。 

　県警が扱った児童虐待の件数も、震災前より増えている。２０１０年は２２５件、１１年は１９０件、１２年は２５４件。１１年は震災直後で一時的に通報が減ったと見られるが、被災者の大半が仮設住宅などに落ち着いた１２年は、１０年と比べ１・３３倍と急増した。 

　そして高止まりの傾向は、今年上半期も続いているという。上半期の虐待の中身では、直接的な暴力を伴う身体的虐待が３５件（前年同期３７件）、性的虐待が３件（同７件）、育児放棄をするネグレクトが７件（同９件）、心理的虐待が８５件（同７６件）。心理的虐待の増加が目立つのは、子どもに暴言を吐くケースだけでなく、子どもの前で配偶者に家庭内暴力を働くケースもカウントされているためだ。 

　ある沿岸自治体では、仮設住宅で口論の末、母親が父親に周辺の物を投げつける事案があり、近くに幼い子どもがいたので危険だったという。対応した保健師は「そうした光景を何度も見て育った子が、心にゆがみを抱えて育つ場合もある。昔なら不問にされた夫婦げんかも、今では心理的虐待とみなします。虐待を防ぐためには親の大変さを理解したうえで、隣近所の人が積極的に声をかける環境が必要です」 【伊藤喜之】
http://digital.asahi.com/articles/TKY201308160191.html?ref=comkiji_txt_end
・振り上げた手、校長悔悟　自ら辞職「相談できていたら」（8月20日）

校内にナイフを持ち込んだ児童らを叱り、頭をたたいた大阪市立小学校の校長（６２）が先月末、自ら職を辞した。「許されないことをした」。校長は、手を上げるまでの経緯を記者に語った。熱心な指導と、してはいけない体罰。一線を越えた校長の悔悟がにじむ。 

　「○○君がナイフを持ってる」。女児２人が校長室に告げにきたのは、５月１３日の休み時間だった。 

　６年男児の名前と「ナイフ」というひと言に校長は慌てた。ナイフ投げなどに使われる先のとがった「シューティングナイフ」を教室に持ち込み、３時間目に友だちを脅したという。 

　４時間目の終了後。校長はすぐに男児を音楽室に呼び、ナイフを取り上げた。遊び友だちの男児６人も音楽室に呼んでこさせた。男児たちは誰も担任に報告していなかった。「なぜすぐに知らせないのか」。思わず叱りつけた。 

　ナイフを持ってきた男児は、友だち関係を築くのが上手ではなかった。４月の放課後に鬼ごっこをしたとき、示し合わせた仲間から何度も鬼にされ、怒ってビニール傘を折って壊した。校長はみんなに「絶対同じことをしてはいけない」「腹を立てても物に当たらない」と諭した。 

　だが５月上旬、靴箱から靴がなくなり男児はパニックに。校長は「いじめとは言わないが、子ども同士の関係がどう変化するか微妙だ」と気がかりだった。 

　５年前の着任時から、校長は子どもと何でも話せる関係を築こうと心がけてきた。子どもたちは「この部屋、落ち着く」と言って校長室を訪れ、家族や習い事などの話をしてくれた。 

　一方で周囲の先生たちとは距離を感じる時もあった。教頭は着任して日が浅かった。熱血タイプの自分に比べ、現場の先生の子どもへの接し方が物足りなく思えるケースもあった。「誰か頼れる教師がいたら」と思いつつ、深刻な問題は自分１人で対処するようになっていた。 

　ナイフの件を、自分より先に把握していた担任から、報告はなかった。 

　児童７人を集めた音楽室。「ナイフなんて許されない。それに、いけないことはお互いに注意しあう約束だったはずだ」。厳しく叱らなくてはならないと思い、担任の見ている前で男児７人を並ばせ、頭を１発ずつ平手でたたいた。校長は「まさか学校にナイフを持ち込むとは、と信じられない気持ちだった。その気持ちをどう伝えるか、必死だった」と振り返る。 

　騒動は直ちに保護者たちにメールなどで拡散。校長は保護者会を２度開き、説明に追われた。「なぜ体罰が必要なのか」「学校を信じられない」などの声も上がり、信頼関係が失われている、と校長は痛感した。 

　市教委は昨年暮れに発覚した桜宮高校教諭の暴力問題を受け、「体罰の根絶」を徹底させようとしていた矢先。「校長は他の教職員を指導する立場」「ナイフを没収した後、さらにたたくのは正当行為には当たらない」などとして先月、校長を従来の同種の事例よりも重い戒告処分にした。 

　処分の決定前に、校長は辞職の意向を伝えていた。「言葉で叱るべきだった。してはならないことをした。自分の中でけじめをつけたかった」と語る。 

　地域のある住民は「熱心な先生。ただ、指導のやり方を間違ってしまった」。ある児童の母親は「処分は仕方ないが、子ども思いの校長だっただけに、辞職は残念」と話す。市教委には「処分が重い」などという電話やメールが１００件以上寄せられたという。 

　あれは体罰だった。そう考える校長に処分への不満はない。ただ、振り返るとやりきれない気持ちになる。 

　「校長はやりがいのある仕事。子どもたちの成長を楽しみに、本気で向き合ってきた。でも、あのとき校内で誰かに相談できていたら、もっと冷静になれた、と今も思うのです」 

　　　　　◇ 

■取材を終えて 

　【尾崎文康】体罰は許されない。ただ、そこに至る過程を知らなければ未然には防げない。そんな気持ちで校長の話に耳を傾けた。 

　校長の「平手の１発」の背景には、ナイフの衝撃と、厳しく戒めねばという焦りがあった。では、どう指導すべきだったのか。 

　問題を誰か１人に委ねてしまえば、その教師は追い詰められ、体罰に走る危険も膨らむ。それを防ぐには教師たちが助け合い、チームとして対処することが求められる。問われているのは、学校という組織全体の力だと感じた。 

　体罰は、桜宮高校で発覚したようなあからさまな暴力ばかりではない。それがなぜ起きたのか、どこに改善の余地があったのかをきちんと見ていくことが、体罰をなくす一歩になるはずだ。 　【尾崎文康、高松浩志】
http://digital.asahi.com/articles/OSK201308200024.html?ref=comkiji_txt_end
・望まぬ妊娠、母子を救え　特別養子縁組へ医療機関連携（8月29日）
　【長富由希子】生みの親が育てられない子と子育てを望む親を結ぶ特別養子縁組について、全国の産婦人科の病院や診療所が連携し、養子縁組をあっせんする医療機関のグループを立ち上げることが２８日、わかった。日本医師会も支援を検討しており、来月上旬にも正式に発表される予定だ。 

　呼びかけたのは、埼玉県で養子縁組あっせん事業をする産婦人科の鮫島浩二医師。現時点で１０を超す医療機関が参加の意向を示しており、すでにあっせんを実施している医療機関も含まれているという。 

　養子縁組のあっせん事業とは、子どもを養子に出したい人と、養子を育てたい人との間に立って、連絡や紹介など養子縁組成立のために必要な活動を継続的に行うことだ。 

　グループでは今後、望まない妊娠をした女性向けの電話の相談窓口をつくり、インターネットなどで周知。相談が寄せられたら、グループのうち女性のいる場所に最も近い医療機関を紹介する。女性が未成年などで、妊娠を周囲にしられたくない場合には、女性の地元から遠い産婦人科での対応も検討するという。 

　子どもを迎えた育て親側からの寄付金は受け取らない方針。あっせん方法も、厚生労働省や日本医師会などと相談をして、グループで共通した方法をとる。 

　鮫島医師は「各地の産婦人科が連携することで、望まない妊娠をした女性や、生まれた子ども、育て親が、より近い場所でケアを受けられるようになる」と説明する。 

　日本医師会は、虐待防止のために特別養子縁組を推進していて、５月には日医の要請を受けた熊本市の福田病院があっせんを始めている。日医の今村定臣常任理事は「全国の各地方に１～２カ所ずつ、養子縁組あっせんの拠点となる産婦人科医療機関を作りたい。今回のグループへの具体的な支援を検討したい」と話す。 

　養子縁組あっせんを巡っては、厚生労働省が６月、育て親から高額な金銭を受け取っているケースがあるとして、自治体に民間事業者への指導の徹底を要請。これを受け、自治体が複数の事業者に立ち入り調査をしている。 

http://digital.asahi.com/articles/TKY201308280555.html?ref=comkiji_txt_end_kjid_TKY201308280555
・人身取引、夏休み相談増　売春強要の１４歳「死にたい」（8月29日）
　人身取引は日本でも起きている――。「外国のできごと」と思われがちな実態を知らせ、なくす取り組みを続ける団体がある。夏休みに入った７月後半から、普段の１・５倍の相談が寄せられている。家出も増える来月半ばまで、相談窓口の態勢を強化している。 

　「友人の未成年の女の子が風俗で働かされているようだ。助けてあげたいが、どうしたらいいか」 

　７月末、ＮＰＯ法人「ポラリスプロジェクトジャパン」に入った相談だ。 

　代表の藤原志帆子さんが米国のポラリス本部勤務を経て日本で団体を立ち上げたのは２００４年。これまでに約３千件の相談が寄せられた。当初は大半が外国人からだったが、０９年ごろから日本人の相談が急増。深刻な例も少なくない。 

　「死にたい気持ちでいっぱい」。関東地方に住む１４歳の少女から、交流サイトを通してメッセージが届いたのは３年前。藤原さんが会いに行くと、少しふっくらした、まだあどけない女の子だった。約２カ月間、毎日のように売春をさせられていたという。 

　遊び仲間が出会い系サイトに「中２。これから遊べる人募集」と書き込む。仲間内で最年少の彼女が選ばれたのは「オヤジ受けしそうだから」。連絡してきた複数の男性から仲間が「客」を選び、彼女は１人で指定されたホテルへ。「部屋に入ったら先に金を受け取れ」と言われた。額は１万円前後。お金は仲間に渡した。ショックで抵抗する気も失せた。親や学校に知れることも怖かった。 

　相手の男性には大学生もいれば、祖父の年頃の男性もいた。彼女は、性行為自体が初めてだった。事件が明るみに出て逃れられたが「私の体は汚くなってしまった」と苦しんでいた。 

　関東地方に住む３０代前半の女性は「今の状況を抜け出したい」と書いてきた。 

　複数の消費者金融に借金があり、返済のため１９歳から水商売を始めた。仕事を通じて知り合い、「恋人」になった男性が「一つにまとめたら楽だよ」と借金を肩代わりしてくれた。 

　すると、返済先は「彼」に変わったのに、返せないほどの利息がついた。いくつかの水商売を掛け持ちさせられ、「払えない」と言うと暴力を振るわれた。 

　住む部屋も携帯電話も契約はすべて男性名義に。１０年以上働き、ポラリスの支援で逃げ出した際、手元に残ったのは２０万円だった。 

　藤原さんは「搾取する側は、疑似恋愛だったり住む部屋だったり、女の子たちが欲しいものを用意していて、女の子たちも洗脳されてしまう」という。 

　甘い誘惑に乗る被害者が悪いという指摘もあるが、藤原さんは「虐待を受けるなど、身近に守ってくれる大人がいなかった子も多い。周りでおかしいと思う行為を見たら連絡してほしい」と訴える。 

　日本語と英語の相談窓口は電話０１２０・８７９・８７１。ポラリスの運営は民間団体からの助成金や個人の寄付金でまかなっている。相談が増える夏場に窓口を拡充するため、９月２０日までに１６０万円の寄付を募る緊急対応キャンペーンを実施中だ。寄付はポラリスのホームページ（http://www.polarisproject.jp/）で受け付けている。 

■米の報告書で指摘　「根絶のための最低基準を満たさぬ国」 

　米国務省は、世界各国の人身取引や強制労働に関する年次報告書を毎年発表している。その中で日本は「人身取引根絶のための最低基準を満たさない国」とされる状況が続いている。 

　ポラリスプロジェクトジャパンなど約３０団体でつくる「人身売買禁止ネットワーク」は６月末に都内でシンポジウムを開き、人身取引対策の担当機関の設置や、被害者保護と防止に関する法整備などを求める菅義偉・官房長官あての要請書を採択した。 

　同ネットワークの共同代表、吉田容子弁護士は「人身取引のキーワードは搾取。売春の強要があったかどうかではなく、搾取があったかどうかが問題だ。政府は現場で対応しているＮＧＯなども交えて事例を集め、対策について分析してほしい。責任を持って対応する部局も必要だ」と話している。 

■人身取引を見つけるサイン 

（ポラリスが発行する冊子「いま、彼女に起きていること～かすかなサインを見逃さないように～」から抜粋） 

□行動をコントロールされている 

□仕事を変えたり辞めたりできないと言う 

□あざや傷などのけがを負っている 

□恐怖心をいだき、ふさぎこんでいる 

□日本語が母語ではない 

□パスポートやその他の身分証明書をもっていない 

　　　　　◇ 

　〈人身取引〉　甘言や詐欺、暴力や脅迫などによって人を支配下に置き、強制的に売春や労働をさせて利益を得る行為で「現代の奴隷制」とも言われる。外国人研修生・技能実習生が被害を訴える例も多い。「人身売買」と呼ばれることもあるが、必ずしも人を金銭で取引するわけではない。日本では２００５年、刑法に人身売買罪が新設された。買い受けで懲役５年～３カ月、売り渡しで懲役１０年～１年となる。だが、人を金銭で売り買いしない限り罪に問えないため、「人身取引罪」の新設を求める声があがっている。 【山本奈朱香】
http://digital.asahi.com/articles/TKY201308280583.html?ref=comkiji_txt_end_kjid_TKY201308280583
＊毎日新聞
・ハーグ条約:米でも困惑　子供の「拉致」か　虐待から避難か（8月5日）
　◇ＤＶ被害女性「私が悪者…ぞっとした」

　【ワシントン及川正也】国際結婚が破綻し、一方が子供を海外に連れ去った場合に適用されるハーグ条約に加盟するための関連法が日本で６月に成立した。だが、最大の焦点となる子供の「拉致」か、家庭内暴力からの「逃避」かを巡る判断で、裁判所などが苦しむこともありそうだ。日本に条約加盟を迫った米国だが、国内では同じようなジレンマを抱えている。

　◇連れ去り、９割が母親　家庭内暴力立証は重荷

　「ハーグ条約では私が悪者だとわかってゾッとした。国は虐待者のもとに子供を連れ戻そうとした」。６月１９日、米下院で開かれた会合で、南部アラバマ州出身のスーザン・ベイティさんは涙ながらに打ち明けた。

　米国人のベイティさんはオーストラリア人と結婚し豪州で生活していたが、夫が交通事故で働けなくなり、暴力をふるうようになった。２００６年８月に長男と一緒に出国し米国に戻ったが、夫が９月にハーグ条約に基づく申請を豪州当局に行い、０７年２月に米連邦地裁に子供の返還を求めて提訴した。暴力から自分と子供の「安全」を守るための逃避行のはずが、子供を「拉致」した犯罪者扱いをされたことにショックを隠せなかった。

　「夫は（米豪の）２カ国から自分が被害者だという確認を得ていたのに、私には政府などの公的な助けが何もなく、私が示した家庭内暴力の証拠をちゃんと調べようとしなかった」と唇をかんだ。

　実家などの支援を得て臨んだ裁判では、夫の過去の家庭内暴力も明らかにされ、連れ戻せば子供に「深刻な危険」が及ぶと判断。返還を拒否するベイティさんの主張が認められた。０８年の控訴裁判決でも地裁判決が支持され決着した。だが、ベイティさんはこの間、いつ連れ戻しを命令されるかと「恐怖におびえていた」という。

　１９８３年に発効したハーグ条約は配偶者の了解なしに海外に勝手に連れ去られた子供（１６歳未満）を元の場所に戻すのが原則。子供の養育方法を話し合いで決めるなど家族の「和解」を目指すのが目的だった。

　しかし、そうした理念に反し、近年の連れ去りは家庭内暴力からの避難という事例が多くなった。

　条約では、連れ去った方が家庭内暴力の被害者で、連れ戻せば子供が「深刻な危険」にさらされることを証明できる場合、例外的に連れ戻しを拒否できる。ただ立証責任は連れ去った方にあり、原告に有利な制度と指摘されている。

会合で司会のオレゴン大学のメルル・ワイナー教授は「子供の連れ去りと家庭内暴力という大きな社会問題をそれぞれ取り締まる法律はきちんとしているが、この二つが同時に起きたときの対応は不十分だ」と語る。
　ワイナー教授によると、連れ去る側の９割は養育権のない母親で、家庭内暴力からの逃避というが、「家庭内暴力の子供に対する影響を裁判所が学術的に検証しようとしないため、母親が家庭内暴力を証明するのは過大な重荷になっている」と指摘する。敗訴すれば相手の訴訟費用を負担しなければならないリスクもある。

　「日本は世界の中の『連れ去り天国』になっている。これは不公平で、全く助けにならない」。会合を他の議員と共催した共和党のスミス下院議員は具体的な事例を引用しながら日本政府の対応を批判した。

　国務省によると、過去２０年近くで日本人を相手とするハーグ条約に基づく申し立ては３２０件を超える。一方、「米国男性が力ずくで子供を連れ去るケースもあるとみられる」（日本政府関係者）という。

　ワイナー教授は毎日新聞の取材に、日本の手続き法成立を「大きな前進」と評価したうえで、返還すれば子供が暴力を受けるおそれがあるという「証明を（被告側に）どこまで負担させるか」と指摘。裁判で被告側に過大な負担がかからないよう期待を示した。

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　■ことば

　◇ハーグ条約

　正式名称は「国際的な子の奪取の民事面に関する条約」。１９８３年発効。了解なしに子供を国外に連れ出した場合、もう一方の親の返還要求に基づき子供を元の国に戻す義務を規定している。２０１３年５月現在、９０カ国が加盟。主要８カ国では日本だけが加盟していない。日本は今年５月に加盟を承認、６月に手続き法が成立し今年度内にも正式加盟する。手続き法では外国にいる親が日本で裁判を起こすことができることや、子や親が外国の親から暴力を振るわれるおそれがある場合は、裁判所が返還を拒否できる規定を盛り込んだ。
http://mainichi.jp/select/news/20130805ddm007010005000c.html
・少年事件:いじめ原因　倍増の１４２件　上半期（8月8日）

　全国の警察が今年１〜６月に摘発、補導した少年事件のうち、いじめが原因のもの（いじめの仕返しを含む）は１４２件で、６５件だった昨年上半期の約２倍に増加したことが８日、警察庁のまとめで分かった。

　昨年下半期の１９５件からは減少したものの、大津市の中２男子自殺などが問題になって以降、警察に対応を求めるケースが増えたことが要因とみられる。

　摘発、補導した人数は２６９人（昨年同期比１４４人増）で、中学生が１９１人、高校生が４４人、小学生が３４人だった。罪種別では、暴行（８３人）と傷害（８１人）で全体の６割を占めた。（共同）

http://mainichi.jp/select/news/20130808k0000e040253000c.html
・﻿社説:体罰調査　「急増」の丁寧な検証を（8月18日）
　多くの体罰が学校の日常の中に隠れていた。文部科学省がやり直しを指示していた調査の結果、件数がけた違いに増えた。

　下村博文文科相は「恥ずべき数字だ。教育界に意識改革を徹底する必要がある」と語ったが、そのためにもこの「落差」を検証し、背景にある体罰容認土壌を絶ちたい。

　昨年末、大阪市立桜宮高校で男子生徒が部活の顧問から体罰を受け、翌日自殺した問題は社会に衝撃を与え、体罰の横行が指摘された。

　文科省は緊急に昨年４月から今年１月までの小中高校などの体罰件数を教育委員会を通じて集め、第１次報告として８４０件を公表した。さらに３月末まで延ばして昨年度１年間を対象に全面的に調査をやり直し、今月、公表した。

　改めて確認された昨年度の体罰件数は６７２１件。例年４００件前後だった。これまでは公立のみの調査で、今回は国、私立を含むことを加味しても、驚くべき増加である。

　体罰を加えられた児童生徒は１万４２０８人で、１１１６件で負傷者がいた。１年間にこれほどの数の児童生徒が学校で傷つけられた。また外傷は負わなくとも、精神的に傷つき、また傍らで目撃した児童生徒の動揺にも思いを致さなければならないだろう。

　文科省は過去「体罰による指導は正常な倫理観を養えず、むしろ児童生徒に力による解決への志向を助長させ、いじめや暴力の土壌を生む恐れがある」としてきた。

　そして桜宮高の問題以降とりわけ社会的関心や懸念が強まっても、今なお体罰の発生が報じられ、根絶には遠い状況といわざるをえない。

　調査の数字の落差が象徴するように、これまで体罰を建前ではしりぞけながらも、教育指導の一環として暗黙のうちに許容する土壌が横たわってきたのではないか。

　今回、掘り起こされたこの数字が一過性のように表面化したものではなく、今後の改革に生かす実態として検証し、活用してほしい。

　「いじめ」では昨年、大津市の中学男子生徒が自殺した問題を受けて文科省が緊急調査を実施したら、約半年で認知件数が１４万４０００余に上り、前年度１年間の倍を超えた。これもいじめ土壌の深さと隠れやすさをのぞかせている。

　このいじめ調査も今回の体罰調査も、児童生徒、保護者のアンケート、面接などによって情報や実態の掘り起こしに力を入れた。こうした態勢を相談や防止の仕組みとして各学校、教委に整えてはどうか。

そこを通して培われる信頼関係は、広く学校教育全体の活性化にもつながるに違いない。
http://mainichi.jp/select/news/20130818ddm005070005000c.html
・ＬＩＮＥ:「突然仲間外れ」　子供トラブル相談、急増　悪口、いたずら写真公開も（8月19日）
　無料通話アプリ「ＬＩＮＥ（ライン）」を使った子供同士のトラブルやいじめが深刻化している。メンバーから知らないうちに除外され、突然「仲間」とつながりが断たれたり、グループに入れてもらえなかったりする「ＬＩＮＥ外し」などの事例が各地で頻発。悪口やいたずら写真の公開などと合わせ、トラブル相談件数が急増しているといい、情報モラルについての教育が急務になっている。【岡礼子】

　島根県で学校向けの情報モラル講座を開いているネットいじめ対応アドバイザーの長谷川陽子さんには、トラブルの相談が多数寄せられている。急増したのは昨冬以降。同県の公立中学ではクラスの女子生徒全員で作ったグループから１人だけを外したり、ＬＩＮＥを使っていない生徒を日常生活でも仲間外れにしたりするケースがあった。

　別の中学では今年初め、男子生徒が同校の女子生徒の顔写真に自分の裸の写真を合成してＬＩＮＥで公開。女子生徒はショックで一時不登校になったという。長谷川さんは「部活動の連絡にＬＩＮＥを活用する場合、ＬＩＮＥを使っていない親子に連絡しないまま放置したり、（気に食わない人を）故意に外したりすることもある」と話す。

　また、静岡県内の小中学校で情報モラル講座を開いているＮＰＯ法人「浜松子どもとメディアリテラシー研究所」の長澤弘子理事長によると、悪口の書き込みはもちろん、長時間使用を懸念した保護者が夜間に無線ＬＡＮを止めたため子供が返事を書けず、仲間外れにされた例もあった。

　長澤理事長は「子供たちがＬＩＮＥを居場所のように感じて強く依存しているため、『おふざけ』でも大きなトラブルに発展しやすい。グループ内の誰でもメンバーを外せるので、機能上、仲間外れにしやすいこともトラブルの原因なのではないか」と指摘。全国ｗｅｂカウンセリング協議会の安川雅史理事長は「昨年は月に１、２件だった相談が今年になって１０倍ぐらいに増えている」と危機感を募らせる。

　ＬＩＮＥは２０１２年１１月まで、誰かがグループのメンバーを除外しても何の表示もされなかった。運営しているＬＩＮＥ（東京都渋谷区）の広報担当者は「利用者の要望を受け、誰が誰をグループから外したか表示するようにした。アプリ内に『安心安全ガイド』を掲載し、マナーを守った使い方を促している」と話す。

長谷川さんは「小学生がＬＩＮＥの仕組みを知らずに使い始めているが、親も学校も情報がない。情報モラル教育が必要だ」と話している。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　◆東京都の相談窓口「こたエール」に寄せられた相談事例

　◇中学の同級生女子でグループを作ったが、男子生徒が１人加わり「死ね、消えろ」などのメッセージを送ってくる

　◇中学１年の男子生徒にある生徒から「つぶす（潰す）」「ぼこす（痛めつける）」のメッセージがくるようになり、恐怖心がわいた

　◇高校１年の男子生徒が、スマートフォンで女子生徒２人と無関係な男子生徒の写真を勝手に撮影し、クラスのグループに「Ｗデート」のタイトルで無断掲載。グループに入っていなかった女子生徒が友人から聞きトラブルに

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　■ことば

　◇ＬＩＮＥ（ライン）

　インターネットで音声通話やチャット（文字のおしゃべり）をするアプリケーションソフト。韓国企業の日本法人が２０１１年６月にサービスを開始した。今年７月に世界で利用者が２億人を突破するなど普及が進んでいる。スマートフォンの電話帳などから友人らを登録し、グループで「会話」する機能が使われることが多い。

http://mainichi.jp/select/news/20130819ddm041040132000c.html
・性暴力:半数、親権者以外　全国児相調査、家庭や施設内（8月19日）
　子供たちが避けることができない家庭や施設内での性的被害に関し、全国児童相談所長会（東京都）が初めて相談状況を集計・分析した。児童虐待防止法に基づき、厚生労働省は、親や保護者が加害者のケースを毎年集計・公表してきたが、これに該当しない親族や知人らからの性暴力被害者が２０１１年度は７４８人と半数近くに達していた。同省は「表面化しにくい被害を把握し、苦しむ子供を支援する手がかりとしたい」としている。【野倉恵】

被害児の２割うつ

　親元や保護先の施設など、加害者を避けにくく、被害が反復しかねない環境下での被害実態を把握する目的。全国の児童相談所で１１年度に対応した相談・対応事案を集約した。

　まとめによると、対応した性暴力被害者は１６１４人（うち女子１４１９人）で、中卒以上２３４人▽中学生５６２人▽小学生５７６人▽３歳〜就学前１６４人▽０〜２歳４４人（一部、年齢無回答）。

　加害者（疑いを含む）は、実父４５５人▽兄弟１９１人▽母親の内縁の夫１１９人▽実母９９人▽祖父４９人−−など。保護された施設関係の児童から被害を受けた人も１７４人いた。

　児童虐待防止法は、両親や養育に当たる監護者からの被害を「児童虐待」と定義し、被害件数をまとめている。今回、加害者がこれに該当したのは１６１４人中の８６６人。残り７４８人は、相談・対応に当たってはいるが、直接的には児童虐待統計に入らない、きょうだいや知人らが加害者のケースだった。

　被害者のうち知的障害など何らかの障害がある人は１４・６％。施設に保護された被害者の心身の不調や問題行動は、気分変動・うつ状態１９・７％▽不眠１５・８％▽心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）１４・４％▽自傷行為・自殺未遂１２・４％▽暴力やいじめ加害７・３％−−などに達した。

　日本子ども家庭総合研究所の山本恒雄子ども家庭福祉研究部部長は「性的被害は『家庭が壊れる』と子供が認めない場合も多い。全体像を把握し、深い心の傷を癒やすプログラム作りに生かすのが課題だ。施設入所児同士の暴力は切実な問題で、別途調査が必要だ」としている。

　◇声なき悲鳴、救う仕組みを

　逃げることができない家庭内や施設内での性暴力に苦しむ子供が、水面下に多い実態が浮かんだ。「打ち明けたら行き場がなくなる」と考え、隠し続ける子も多いとされる。声なき悲鳴をどう聞き出し、支援を進めるか。課題は多い。

東日本の自立援助ホームに３年前入所した女性（１９）は小学生時代、自宅に出入りする母の交際相手に性的虐待を繰り返されたという。養育放棄の疑いが強まって児童相談所が保護したが、しばらくたってからようやく性的被害を打ち明けた。
　「自分は汚れている」と皮がむけるほど手を洗い続けたことも。信頼を寄せた職員が他の入所者の面倒をみていると、「見捨てられる」と感じたのか、刃物を手にした。ホーム元職員は「性的虐待は心を深く傷つけるだけでなく、自分が存在してよいという感覚さえ揺るがす。家庭に戻れず行き場を失いかけている子供もいる」と深刻さを語る。

　各地の自立援助ホームは、児童養護施設などを出た未成年者らが働いたり仕事を探したりしながら自立を目指す。複数の施設関係者によると、ここ数年、性的虐待の後遺症に苦しみ、働ける状態にならない１０代後半の女性の入所が相次ぐという。自傷行為を繰り返す１０代の女性が入所する関東地方のホーム施設長は「自らを傷つける時の記憶がないようだ。もっと専門的なケアが必要だ」と悩みを語った。

http://mainichi.jp/select/news/20130819dde041040004000c.html
・新教育の森:いじめ対策／２　第三者委　真相解明、高い期待　／福岡（8月30日）
　◇熊本・和水町中３男子自殺　大津市から助言、手探りの作業続く

　いじめと自殺の因果関係を解明するため、自治体が第三者による調査委員会を設置する動きが全国的に広がっている。熊本県和水（なごみ）町では昨年７月、町立中学校３年の男子生徒（当時１４歳）の自殺を受け、町が初めてつくった。真相解明への遺族の期待は大きいが、大津市から助言を受けながら進めるなど手探り状態だ。【志村一也】

　「からかいや意地悪、悪ふざけのいじめがあったのは事実」。和水町の３月定例議会でいじめ自殺への対応を問われ、同町の井上忠勝教育長は答えた。遺族や町教委などによると、男子生徒が自宅で自殺したのは昨年７月１０日。将来の夢は科学者だった。勉強好きで、死ぬ直前まで机に向かっていた。自殺後に学校が実施したアンケートには、男子生徒が他の生徒から石を投げられるなどの嫌がらせを受けていたという回答があった。

　しかし、井上教育長は答弁で「直接原因となるようなことはなかった」と因果関係を否定。その翌日、遺族らは町長らに第三者による調査委員会の設置を請願した。男子生徒の父親は記者会見し「事実を明らかにし、二度と悲しいことが起きないよう、町全体が重要な問題として考えてほしい」と訴えた。

　同町が町長直属の付属機関として設置を決めたのは２０日後だった。ただ「どういう人が適任か分からず、委員を選ぶのに苦労した」と町総務課。前例がないため、大津市に電話で委員会の規定などを問い合わせ、同市を参考に臨床心理士を加え、熊本大教育学部教授や弁護士ら計５人を選任した。

　これまでに開いた会合は５回。遺族の代理人弁護士は「こちら側がお願いした人がメンバーに入り、情報開示もされている。公正公平だと思っている」と評価する。

　ただ、今月１３日までに、調査委が聞き取り調査をした生徒らは承諾が得られた計１５人にとどまる。当初、報告書の提出のめどを１０月末としていたが、遅れも予想されている。作業に追われる町の担当者は「専門知識のある県が主体となって対応した方がスムーズにいくのではないか」と漏らす。

それでも第三者による調査の流れは定着しつつある。日弁連子どもの権利委員会の古田哲朗委員長によると、第三者委員会を常設する自治体も出てきているという。いじめ問題の対応に古田委員長は「窓口が増えることは良いこと」としつつも、実効性については「動き出したばかりでまだ何とも言えない」と行方を注視している。
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　■ことば

　◇いじめの第三者調査委員会

　いじめの有無や自殺との因果関係を、学校や遺族、自治体関係者以外の第三者が公平中立な立場で調査する委員会。大津市の市立中学２年の男子生徒の自殺（２０１１年１０月）を受け、同市が、教育評論家の尾木直樹氏らをメンバーとする委員会を設置し注目された。同調査委は自殺の原因をいじめと断定し、学校の対応の遅れなどを指摘する報告書を今年１月にまとめた。ただ、聞き取り調査に強制力がないなど限界も指摘されている。〔福岡都市圏版〕

http://mainichi.jp/area/fukuoka/news/20130830ddlk40100317000c.html
＊読売新聞
・小中学生、被害も・加害も「いじめ経験」87％（8月6日）

文部科学省の研究部門、国立教育政策研究所は５日、教師など学校関係者に向けた、いじめ防止のための資料「いじめと向き合う」を公表した。

　いじめの実態を追跡調査した結果、暴力を伴わないいじめを経験した被害者と加害者は共に９割近くに上り、「どの子も被害者、加害者になりうる」とする一方で、暴力を伴ういじめについては、「ある程度限定された加害者が繰り返し行う傾向がある」と分析。暴力を伴う場合は学校側の早期対応を呼び掛けている。

　追跡調査は２００４年度から、特定の地方都市の小中学校に通う小学４年～中学３年の全児童生徒（１学年８００人前後）を対象に毎年実施。いじめの発生状況を３年ごとにまとめている。今回は大津市で起きた中学生のいじめ自殺問題を受け、いじめを初めて暴力を伴うものと伴わないものとに分類した。

　調査結果によると、２００７年度に小４だった児童が中３になるまでの６年間で、暴力を伴わない「仲間はずれ、無視、陰口」といったいじめの被害、加害を経験した割合はいずれも８７％で、「被害者も加害者も大きく入れ替わりながらいじめが進行している」と分析。こうしたいじめは教師が気付くのが難しく、「全児童生徒を対象とした未然防止が最も有効」とした上で、学校を子どもの「安全安心な居場所」にすることなどを求めている。
http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/news/20130806-OYT8T00317.htm
・子ども相談電話、７５％つながらず…聞き手不足 （8月17日）
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　全国のＮＰＯなど７６団体が連携し、いじめなどの子どもの悩みを聞く民間相談電話「チャイルドライン」への電話が年々増加し、２０１２年度は８０万件を超え、４回に１回しかつながらなかった。

　聞き手のボランティアや回線の数が電話の増加に追いついていないためで、関係者は「子どもの悩みを受け止められるよう、聞き手の確保などを進めたい」としている。

　チャイルドラインは、全国共通のフリーダイヤルに電話すると参加団体の相談電話につながる仕組みで、聞き手のボランティアが子どもたちの声に耳を傾ける。年間約２０００万円の通話料は寄付などで賄っている。

　ＮＰＯ法人「チャイルドライン支援センター」（東京）によると、１２年度の共通ダイヤルへの発信件数は８２万１５９１件で、フリーダイヤルを本格的に導入した０９年度に比べて１０万件近く増加。一方、１２年度に電話がつながったのは２１万４６４３件（受信率２６・１％）で、回線が塞がってつながらずに相談をあきらめる子どもも少なくないとみられる。

　全国で約２０００人が聞き手として登録しているが、ボランティアのため活動できる日数は限られており、要員確保は多くの団体に共通する悩み。熊本、沖縄両県の団体は要員不足のため、今年度から相談事業を休止した。現在、一番多い時で３５回線で電話を受けているが、要員や費用の面などから、大幅に回線を増やすことは難しいという。

　４７人が登録している福岡市のＮＰＯ法人・チャイルドライン「もしもしキモチ」でも、日常的に活動できる人は大学生や会社員など１０人足らず。登録前に半年かけて研修を行うが、受講者は年々減少し、登録する人も半数程度にとどまる。深刻な相談も多いため、臨床心理士がサポートするなどしているが、尻込みする人も少なくないという。

　東京の１３団体は、これまで別々に行ってきた聞き手の募集を今年から一本化。ＰＲ活動に力を入れ、新たなボランティアの掘り起こしを進めている。

　同センターの高橋俊行事務局長は「多くの人に協力を呼びかけて要員や回線を増やし、子どもの悩みを漏らさず聞ける態勢をつくりたい」としている。

　チャイルドライン　１８歳以下を対象とした相談電話。世界１３０か国以上で同様の取り組みが行われている。日本では１９９８年に東京都で始まり、現在、４４都道府県の７６団体が参加。月～土曜日の午後４～９時、全国共通ダイヤル（０１２０・９９・７７７７）に電話すると近くの参加団体につながる。名前は名乗らなくてよい▽秘密を守る▽切りたい時に切ってよい▽どんなことも一緒に考える――との“四つの約束”を掲げている。

http://www.yomidr.yomiuri.co.jp/page.jsp?id=83100
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